
『
呂
底
春
救
』
の
義
兵
説

『
墨
子
』
『
司
馬
法
』

と
の
対
此
1

湯
　
浅

邦
　
弘
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序
　
　
　
言

　
戦
乱
止
ま
る
所
を
知
ら
ぬ
覇
者
の
時
代
を
、
孟
子
は
、
「
春
秋
に
義
戦
無
し
」
一
『
孟

子
』
尽
心
下
）
と
批
評
し
た
。
孟
子
の
考
え
る
戦
争
と
は
、
有
徳
の
王
者
の
み
に
許

さ
れ
る
正
義
の
諌
伐
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
侵
略
戦
を
推
進
す
る
戦
国
諸

国
に
於
て
も
、
そ
の
軍
事
活
動
が
何
故
に
正
当
性
を
持
つ
の
か
と
い
う
問
題
は
、
決

し
て
閑
却
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
こ
の
孟
子
の
王
道
論
と
は
異
な
る
立
場
か
ら

も
様
々
に
追
求
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
特
に
、
強
大
な
軍
事
力
を
背
景
に
次
々
と
他

風
を
制
圧
し
天
下
統
一
を
推
進
す
る
秦
に
と
っ
て
は
、
危
急
の
課
題
の
一
つ
で
あ
っ

た
と
も
言
え
よ
う
、

　
こ
の
秦
の
軍
事
思
想
を
考
察
す
る
際
、
看
過
し
得
な
い
基
礎
的
文
献
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
の
は
、
宰
相
呂
不
章
が
食
客
数
千
人
に
編
纂
さ
せ
た
と
い
う
『
呂
氏
春
秋
』

で
あ
る
。
こ
の
『
呂
氏
春
秋
』
に
関
す
る
従
来
の
研
究
で
は
、
そ
の
成
立
事
清
、
体

系
性
の
有
無
、
秦
の
始
皇
帝
と
の
関
係
、
各
篇
の
編
老
や
思
想
の
特
色
な
ど
多
様
な

問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
軍
事
思
想
と
い
う
観
点
か
ら
の
考
察
は
極
め
て

少
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
全
体
像
を
把
握
し
、
そ
の
思
想
的
特

島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
杜
会
科
学
）

第
二
十
五
巻
　
六
一
頁
∫
七
五
頁

質
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
儒
家
、
法
家
、
道
家
と
い
っ
た
思
想
的
枠
組
の
み
で
は

な
く
、
こ
う
し
た
観
点
も
、
不
可
欠
の
視
角
に
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
全
体
像
を
解
明
す
る
手
掛
か
り
の
一
端

と
し
て
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
お
け
る
軍
事
思
想
に
着
目
し
、
そ
の
思
想
的
特
質
を
検

討
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

義
兵
思
想
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

　
内
容
分
析
に
先
立
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
関
す
る
先
行
研
究
の
内
、

そ
の
軍
事
思
想
に
つ
い
て
専
論
す
る
も
の
を
整
理
し
、
間
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し

て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
先
ず
、
酒
井
和
孝
氏
「
末
期
墨
家
の
非
攻
思
想
1
『
呂
氏
春
秋
』
に
お
け
る
其
の

展
開
1
」
（
『
佐
賀
大
国
文
』
七
、
一
九
七
九
年
）
は
、
墨
家
思
想
が
非
攻
救
守
説
（
初
・

期
墨
家
）
か
ら
義
兵
説
（
末
期
墨
家
）
へ
変
容
し
た
と
い
う
墨
家
理
解
を
前
提
に
、

『
呂
氏
春
秋
』
応
言
・
愛
類
・
壁
言
篇
は
初
期
か
ら
末
期
の
墨
家
思
想
、
蕩
兵
・
振

乱
・
禁
塞
・
懐
寵
篇
は
末
期
墨
家
の
義
丘
ハ
説
（
非
攻
説
批
判
）
で
あ
る
と
主
張
し
、

平
成
三
年
十
二
月
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『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
1

『
墨
子
』
『
司
馬
法
』
と
の
対
比
－
一
湯
浅
）

こ
の
内
、
末
期
墨
家
の
義
兵
説
は
、
秦
の
天
下
統
一
を
正
当
化
す
る
理
論
で
あ
っ
た

と
説
く
。

　
ま
た
、
岸
本
良
彦
氏
「
『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
に
関
す
る
一
考
察
」
一
『
明
治
薬

科
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
号
、
一
九
八
六
年
）
は
、
『
呂
民
春
秋
』
の
義
兵
説
は
、

非
攻
・
優
兵
を
説
く
墨
家
に
反
対
し
つ
つ
同
時
に
墨
家
思
想
の
内
の
尚
同
思
想
の
影

響
を
受
け
、
儒
家
の
湯
武
説
話
の
思
想
を
も
包
容
し
、
そ
れ
に
一
般
の
為
政
者
あ
る

い
は
当
時
の
秦
王
に
対
す
る
現
実
的
な
配
慮
を
加
味
し
て
成
立
し
、
武
力
に
よ
る
天

下
統
一
の
理
論
的
支
柱
に
さ
れ
た
と
主
張
す
る
。

　
こ
の
両
説
は
、
渡
辺
卓
氏
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
墨
家
思
想
の
理
解
、
即
ち
、
初

期
か
ら
末
期
へ
と
墨
家
思
想
が
大
き
く
変
容
し
た
と
す
る
前
提
を
同
じ
く
し
、
ま
た

『
呂
氏
春
秋
』
の
軍
事
思
想
と
墨
家
の
義
兵
説
と
が
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
す
る

点
で
基
本
的
に
類
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
陳
奇
猷
氏
『
呂
氏
春
秋
校
釈
』
一
学
林
出
版
杜
、
一
九
八
四
年
）

は
、
『
呂
氏
春
秋
』
孟
秋
紀
・
仲
秋
紀
各
篇
の
主
題
は
義
兵
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
同

じ
く
義
兵
を
説
く
『
司
馬
法
』
学
派
の
作
で
あ
る
と
推
定
す
る
。
ま
た
、
有
始
覧
応

同
篇
、
侍
君
覧
召
類
篇
等
に
は
天
人
相
関
思
想
を
基
盤
と
す
る
軍
事
思
想
が
見
ら
れ
、

こ
れ
は
『
漢
書
』
芸
文
志
に
記
さ
れ
る
「
兵
陰
陽
」
の
思
想
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

即
ち
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
基
本
的
な
軍
事
思
想
と
し
て
『
司
馬
法
』
の
義
兵
説
を
、

ま
た
、
他
の
一
都
に
「
兵
陰
陽
」
の
思
想
を
見
出
だ
す
σ
で
あ
る
。

　
右
の
如
く
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
軍
事
思
想
に
つ
い
て
は
、
そ
の
思
想
的
特
質
を
「
義

兵
」
に
あ
り
と
す
る
点
で
は
、
ほ
ぽ
一
致
し
た
見
解
が
示
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

そ
の
「
義
丘
ハ
」
は
墨
子
の
義
兵
説
か
、
或
い
は
『
司
馬
法
』
の
義
兵
説
な
の
か
、
ま

た
、
「
兵
陰
陽
」
の
思
想
が
存
在
す
る
の
か
否
か
と
い
う
諸
点
は
、
残
さ
れ
た
大
き

な
課
題
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
現
況
を
踏
ま
え
、
問
題
を
大
き
く
二
つ
に
分
け

て
考
え
て
行
き
た
い
。
一
つ
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
の
内
容
で
あ
り
、
ま
た
、

そ
の
義
兵
説
が
『
墨
子
』
『
司
馬
法
』
な
ど
他
学
派
の
思
想
と
如
何
な
る
関
係
に
あ

る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
は
、
軍
事
に
於
げ
る
天
人
相
関
思
想
の
有
無
や
そ

の
度
合
で
あ
り
、
陳
奇
猷
氏
の
指
摘
す
る
「
兵
陰
陽
」
思
想
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ

の
内
、
本
稿
で
は
、
第
一
の
間
題
を
取
り
扱
い
、
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿

に
於
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
　
『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説

　
本
章
で
は
先
ず
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
が
最
も
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
孟
秋
紀
・
仲
秋
紀
各
篇
を
分
析
し
、
そ
の
思
想
的
特
質
を
明
確
に
す
る
。

そ
の
際
、
後
に
『
墨
子
』
や
『
司
馬
法
』
の
思
想
と
の
対
比
を
試
み
る
関
係
上
、
共

通
の
分
析
の
視
点
と
し
て
、
予
め
次
の
五
点
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

　
第
一
は
、
批
判
対
象
・
論
敵
で
あ
る
。
自
説
を
主
張
す
る
際
、
そ
の
対
立
者
を
名

指
し
で
批
判
し
た
り
、
そ
の
対
立
者
と
の
論
争
を
記
載
し
つ
つ
自
説
を
展
開
す
る
場

合
が
あ
る
。
或
い
は
明
確
に
名
指
し
は
し
な
い
な
が
ら
も
、
言
わ
ば
仮
想
敵
と
し
て

想
定
す
る
批
判
対
象
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
論
敵
や
仮
想
敵
を
明

確
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
そ
の
具
体
的
主
張
や
基
本
的
思
想
の
解
明
に
寄
与
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
は
、
「
兵
」
の
概
念
規
定
で
あ
る
。
「
兵
」
は
、
軍
事
、
戦
争
、
闘
争
か
ら
軍

隊
、
土
卒
、
武
器
ま
で
を
も
意
味
す
る
幅
広
い
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
ま
た
極
め

て
暖
昧
な
概
念
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
兵
」

の
意
味
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

sokyu

sokyu
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第
三
は
、
「
兵
」
の
正
当
性
で
あ
る
。
「
兵
」
の
存
在
そ
の
も
の
を
完
全
に
否
定
す

る
思
想
を
除
い
て
は
、
た
と
え
部
分
的
に
で
あ
れ
「
兵
」
の
存
在
が
肯
定
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
で
は
、
そ
の
「
兵
」
は
何
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
即
ち
、
「
兵
」
の
存
在
の
正
当
性
の
問
題
で
あ
る
。

　
第
四
は
、
武
力
の
発
動
・
行
使
の
条
件
で
あ
る
。
い
か
に
過
激
な
軍
事
思
想
で
も
、

武
力
行
使
を
無
条
件
に
認
め
る
も
の
は
な
い
。
武
力
行
使
を
可
と
す
る
条
件
は
何
か
。

そ
れ
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
軍
事
思
想
の
特
質
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た

い
。　

第
五
は
、
「
義
」
の
定
義
で
あ
る
。
『
呂
氏
春
秋
』
の
軍
事
思
想
が
「
義
兵
」
に
あ

る
と
さ
れ
、
ま
た
『
墨
子
』
や
『
司
馬
法
』
に
も
義
兵
の
思
想
が
見
え
る
と
さ
れ
る

以
上
、
そ
こ
で
説
か
れ
る
「
義
」
或
い
は
「
不
義
」
の
内
容
を
一
応
確
認
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

　
以
上
、
一
か
ら
五
の
観
点
は
相
互
に
密
接
な
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
便
宜
上
、

以
下
で
は
、
個
々
の
観
点
か
ら
個
別
に
検
討
し
て
い
く
が
、
最
終
的
に
は
、
そ
れ
ら

を
総
合
し
て
、
そ
の
軍
事
思
想
の
特
質
が
明
確
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
（
一
）

　
そ
れ
で
は
、
先
ず
第
一
の
視
点
か
ら
分
析
し
て
い
く
。
『
呂
氏
春
秋
』
孟
秋
紀
・

仲
秋
紀
各
篇
に
は
、
明
確
な
批
判
対
象
が
登
場
す
る
。
即
ち
、
蕩
兵
篇
で
は
優
兵
論

者
、
振
乱
篇
・
禁
塞
篇
で
は
救
守
論
（
者
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
蕩
兵
篇
で
は
、
「
古
の
聖
王
は
義
兵
有
り
て
優
兵
有
る
無
し
」
と
、
『
呂
氏
春
秋
』

の
主
張
す
る
義
兵
説
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
優
兵
説
が
取
り
上
げ
ら
れ
批
判
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
闘
争
を
「
兵
」
と
定
義
す
る
『
呂
氏
春
秋
』
は
、
「
今

世
の
優
兵
を
以
て
疾
説
す
る
者
」
を
、
「
終
身
（
論
争
と
い
う
一
兵
を
用
ゐ
る
も
而

『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
1

『
墨
子
』
『
司
馬
法
』
と
の
対
比
1

（
湯
浅
）

し
て
自
ら
惇
る
を
知
ら
」
ぬ
者
で
あ
る
と
厳
し
く
批
判
す
る
。

　
ま
た
、
振
乱
篇
で
は
、
次
の
如
ノ
＼
攻
伐
と
救
守
の
内
実
は
同
一
で
あ
る
の
に
、

「
今
の
世
」
の
「
学
者
」
は
攻
伐
を
否
定
し
救
守
を
肯
定
す
る
と
い
う
矛
盾
を
犯
し

て
い
る
と
批
判
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し

　
　
　
今
の
世
、
学
者
多
く
攻
伐
を
非
る
。
攻
伐
を
非
り
て
救
守
を
取
る
。
－
…
・
攻

　
　
　
伐
の
救
守
と
一
実
な
り
。
而
し
て
取
舎
人
ご
と
に
異
な
り
、
辮
説
を
以
て

　
　
　
之
を
去
り
、
終
に
論
を
定
む
る
所
無
し
。
固
よ
り
知
ら
ざ
る
は
、
惇
な
り
。

　
　
　
知
り
て
心
を
欺
く
は
、
証
な
り
。
証
惇
の
士
、
辮
ず
と
難
も
無
用
な
り
。
（
振

　
　
　
乱
）

　
そ
し
て
、
禁
塞
篇
で
は
、
救
守
は
結
果
的
に
「
無
道
を
守
り
不
義
を
救
」
っ
て
い

る
と
批
判
す
る
。

　
　
　
夫
れ
救
守
の
心
、
未
だ
無
道
を
守
り
て
不
義
を
救
は
ざ
る
に
有
ら
ざ
る
な
り
。

　
　
　
無
道
を
守
り
て
不
義
を
救
は
ば
、
則
ち
禍
焉
よ
り
大
な
る
は
莫
く
、
天
下
の

　
　
　
民
の
害
為
る
こ
と
焉
よ
り
深
き
は
莫
し
。
（
禁
塞
）

　
こ
の
よ
う
に
明
確
に
批
判
さ
れ
る
論
敵
に
は
、
全
て
の
軍
事
活
動
を
否
定
す
る
優

兵
論
者
と
、
義
に
基
づ
く
防
衛
戦
の
み
を
容
認
す
る
救
守
論
者
と
の
二
種
が
認
め
ら

れ
る
。
し
か
し
『
呂
氏
春
秋
』
は
、
こ
の
二
者
の
差
異
に
は
特
に
留
意
し
て
い
な
い
。

従
っ
て
、
優
兵
論
者
に
し
ろ
救
守
論
者
に
し
ろ
、
積
極
的
な
軍
事
活
動
を
阻
止
せ
ん

と
す
る
者
が
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
批
判
対
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
二
）

　
第
二
に
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
於
て
「
兵
」
は
如
何
に
定
義
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
義
に
基
づ
く
軍
事
活
動
、
義
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
持
つ
軍
隊
、
即
ち
「
義
兵
」
と
い
う
定
義
が
見
え
る
、
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『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
－

『
墨
子
』
『
司
馬
法
』
と
の
対
比
－
（
湯
浅
）

　
と
こ
ろ
が
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
於
け
る
「
兵
」
は
全
て
「
義
兵
」
に
よ
っ
て
統
一

さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
蕩
兵
篇
で
は
、
次
の
如
く
、
人
問
の
「
威
」
「
力
」
を

「
兵
」
の
内
実
と
し
、
更
に
は
全
て
の
闘
争
を
「
兵
」
と
定
義
し
て
い
る
。

　
　
⑧
凡
そ
兵
な
る
者
は
、
威
な
り
。
威
な
る
者
は
、
力
な
り
。
（
蕩
兵
）

　
　
⑧
争
闘
の
自
り
て
来
る
所
の
者
は
久
し
。
禁
ず
べ
か
ら
ず
、
止
む
べ
か
ら
ず
。

　
　
　
　
（
蕩
兵
）

　
　
⑧
且
つ
兵
の
自
り
て
来
る
所
の
者
は
遠
し
。
未
だ
嘗
て
少
し
く
選
び
て
用
ゐ
ざ

　
　
　
る
こ
と
あ
ら
ず
、
貴
賎
長
少
賢
不
肖
者
相
与
に
同
し
。
巨
有
り
微
有
る
の
み
。

　
　
　
（
蕩
兵
）

　
　
⑧
兵
の
徴
を
察
す
る
に
、
心
に
在
り
て
未
だ
発
せ
ざ
る
は
兵
な
り
。
疾
視
す
る

　
　
　
は
兵
な
り
。
色
を
作
す
は
兵
な
り
。
蟹
言
す
る
は
兵
な
り
。
援
推
す
る
は
兵

　
　
　
な
り
。
連
反
す
る
は
兵
な
り
。
傍
闘
す
る
は
兵
な
り
。
三
軍
攻
戦
す
る
は
兵

　
　
　
な
り
。
此
の
八
老
皆
兵
な
り
。
徴
巨
の
争
な
り
。
（
蕩
兵
）

　
こ
こ
で
は
、
小
は
「
心
に
在
り
て
未
だ
発
せ
ざ
る
」
も
の
か
ら
大
は
「
三
軍
攻
戦

す
る
」
も
の
ま
で
全
て
「
兵
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
た
だ
「
微
・
巨
」
の
差

の
み
で
あ
る
と
説
く
。
ま
た
そ
れ
故
に
、
優
兵
論
者
は
「
終
身
（
論
争
と
い
う
）
兵

を
用
ゐ
る
も
而
し
て
自
ら
惇
る
を
知
ら
」
ぬ
者
で
あ
る
、
と
厳
し
く
批
判
す
る
。
蕩

兵
篇
は
、
基
本
的
に
「
義
兵
」
「
諌
伐
」
を
優
兵
説
と
対
比
し
つ
つ
論
じ
て
お
り
、

こ
こ
で
突
如
「
兵
」
の
概
念
を
拡
大
す
る
の
は
、
や
や
不
自
然
な
感
を
否
め
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
優
兵
論
者
に
対
す
る
批
判
の
度
合
が
如
何
に
強
烈
で

あ
っ
た
か
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
更
に
、
『
呂
氏
春
秋
』
は
「
謙
」
「
攻
伐
」
「
救
守
」
を
「
兵
」
と
し
て
論
じ
、
ま

た
当
然
の
こ
と
と
は
言
え
、
一
般
的
な
武
力
行
使
や
軍
隊
な
ど
も
時
に
「
兵
」
と
称

　
　
　
　
（
3
）

し
て
い
る
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
攻
伐
と
救
守
と
を
同
一
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し

　
　
⑧
今
の
世
、
学
者
多
く
攻
伐
を
非
る
、
攻
伐
を
非
り
て
救
守
を
取
る
。
…
－
攻

　
　
　
伐
の
救
守
と
一
実
な
り
。
（
振
乱
）

　
　
魑
兵
萄
く
も
義
な
ら
ば
、
攻
伐
も
亦
た
可
、
救
守
も
亦
た
可
な
り
。
兵
義
な
ら

　
　
　
ざ
れ
ば
、
攻
伐
は
不
可
、
救
守
も
不
可
。
（
禁
塞
）

　
即
ち
、
右
の
如
く
『
呂
氏
春
秋
』
は
、
攻
伐
と
救
守
と
は
軍
事
力
を
行
使
す
る
点

で
そ
の
実
態
は
同
一
な
の
で
あ
り
、
問
題
は
義
か
不
義
か
で
あ
っ
て
、
攻
伐
か
救
守

か
の
選
択
で
は
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
多
様
な
「
兵
」
の
概
念
規
定
を
総
覧
し
て
気
付
く
の
は
、
い
か
な
る
「
兵
」

で
あ
れ
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
登
場
す
る
「
兵
」
は
常
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
唯
一
、
「
凡
そ
兵
は
天
下
の
凶
器
な
り
。
勇
は
天
下
の
凶
徳
な
り
」
（
論
威
）

と
い
う
一
見
否
定
的
な
「
兵
」
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
と
て
そ
の
直
後
に
、
「
凶
器

を
挙
げ
、
凶
徳
を
行
ふ
は
、
猶
ほ
已
む
を
得
ざ
る
な
り
」
（
同
）
と
、
止
む
を
得
ぬ

も
の
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
（
三
）

　
そ
れ
で
は
、
そ
の
「
兵
」
の
正
当
性
を
根
底
で
支
え
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う

か
。
第
三
に
、
「
兵
」
の
正
当
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。

　
先
ず
蕩
兵
篇
は
、
「
古
の
聖
王
義
兵
有
り
て
優
兵
有
る
無
し
」
と
、
義
兵
説
と
優

兵
説
と
を
対
比
し
て
優
兵
説
を
批
判
し
つ
つ
、
兵
の
正
当
性
と
義
兵
の
重
要
性
と
を

多
様
な
観
点
か
ら
論
述
す
る
が
、
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
兵
」
が
人
間
の
本

性
に
基
づ
く
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　
　
　
兵
の
自
り
て
来
る
所
の
者
は
上
し
。
始
め
て
民
有
る
と
倶
に
す
。
凡
そ
兵
な

　
　
　
る
者
は
威
な
り
。
威
な
る
者
は
力
な
り
。
民
の
威
・
力
有
る
は
性
な
り
。
性

　
　
　
な
る
者
は
天
よ
り
受
く
る
所
な
り
。
人
の
能
く
為
す
所
に
非
ざ
る
な
り
。
武

sokyu
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者
は
革
む
る
能
は
ず
し
て
工
者
も
移
す
能
は
ず
。

　
こ
こ
で
は
、
「
威
」
「
力
」
を
内
実
と
す
る
「
兵
」
が
人
間
の
本
「
性
」
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
こ
と
、
更
に
、
そ
の
本
性
が
「
天
」
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
、
を
述
べ
る
。
即
ち
、
『
呂
氏
春
秋
』
は
「
兵
」
の
正
当
性
を
、
人
間
の
本

性
そ
の
も
の
、
更
に
は
天
に
求
め
て
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
「
兵
」
の
正
当
性
を
保
証
す
る
の
は
、
杜
会
の
形
成
過
程
に
「
争
」
が
不
可

欠
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
実
証
で
あ
る
。

　
　
　
兵
の
自
り
て
来
る
所
の
者
は
久
し
。
…
…
五
帝
固
よ
り
相
与
に
争
ふ
。
…

　
　
　
人
目
く
、
董
尤
兵
を
作
す
と
、
螢
尤
兵
を
作
す
に
非
ざ
る
な
り
。
其
の
械
を

　
　
　
利
す
る
の
み
。
未
だ
董
尤
有
ら
ざ
る
の
時
、
民
固
よ
り
林
木
を
剥
ぎ
て
以
て

　
　
　
戦
ふ
。
勝
者
長
と
為
る
。
長
た
ら
ば
則
ち
猶
ほ
之
を
治
む
る
に
足
ら
ず
◎
故

　
　
　
に
君
を
立
つ
。
君
又
以
て
之
を
治
む
る
に
足
ら
ず
。
故
に
天
子
を
立
つ
。
天

　
　
　
子
の
立
つ
や
君
に
出
で
、
君
の
立
つ
や
長
に
出
で
、
長
の
立
つ
や
争
に
出
づ
、

　
　
　
争
闘
の
自
り
て
来
た
る
所
の
老
は
久
し
。
禁
ず
べ
か
ら
ず
、
止
む
べ
か
ら
ず
。

　
　
　
故
に
古
の
賢
王
、
義
兵
有
り
て
優
兵
有
る
無
し
。

　
こ
こ
で
は
、
董
尤
が
初
め
て
「
兵
を
作
」
し
た
と
す
る
古
伝
を
批
判
し
、
董
尤
の

登
場
す
る
遥
か
以
前
か
ら
「
民
は
固
よ
り
林
木
を
剥
ぎ
て
以
て
戦
」
っ
て
い
た
の
で

あ
り
、
ま
た
、
黄
帝
・
炎
帝
・
共
工
氏
を
初
め
と
す
る
古
の
聖
王
も
「
固
よ
り
相
与

に
争
」
い
つ
つ
杜
会
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
即
ち
、
「
天
子
↑

君
↑
長
↑
争
」
の
如
く
、
杜
会
形
成
の
根
底
に
「
争
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
兵

の
正
当
性
を
「
兵
の
自
り
て
来
た
る
所
の
者
は
久
し
」
と
い
う
歴
史
に
求
め
て
主
張

す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
他
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
は
、
「
兵
」
の
正
当
性
に
関
す
る
多
様
な
見
解
が
見
え

る
。
例
え
ば
、
次
の
如
く
、
混
乱
し
た
国
家
杜
会
の
是
正
の
た
め
（
①
）
、
或
い
は

『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
1

『
墨
子
』
『
司
馬
法
』
と
の
対
比
1

（
湯
浅
）

無
道
・
不
義
を
討
つ
た
め
一
②
）
、
賞
罰
の
明
確
化
の
た
め
（
③
）
、
天
下
の
良
薬
と

し
て
不
可
欠
な
存
在
だ
か
ら
（
⑤
⑥
）
、
更
に
は
民
が
義
兵
を
待
望
し
て
い
る
か
ら

（
①
⑦
）
、
等
々
。

　
　
①
故
に
古
の
聖
王
義
兵
有
り
て
優
兵
有
る
無
し
。
兵
誠
に
義
な
れ
ば
、
以
て
暴

　
　
　
君
を
謙
し
苦
民
を
振
ふ
。
民
の
説
ぶ
こ
と
、
孝
子
の
慈
親
を
見
る
が
若
く
、

　
　
　
飢
老
の
美
食
を
見
る
が
若
き
な
り
。
民
の
号
呼
し
て
之
に
走
る
こ
と
、
強
弩

　
　
　
の
深
難
に
射
る
が
若
く
、
大
水
を
積
み
て
其
の
塞
隈
を
失
す
る
が
若
き
な
り
。

　
　
　
中
主
す
ら
猶
ほ
其
の
民
を
有
つ
能
は
ざ
る
が
若
し
。
而
る
に
況
ん
や
暴
君
に

　
　
　
於
て
を
や
。
（
蕩
兵
）

　
　
②
夫
れ
攻
伐
の
事
、
未
だ
無
道
を
攻
め
て
不
義
を
罰
せ
ざ
る
に
有
ら
ざ
る
な
り
。

　
　
　
無
道
を
攻
め
て
不
義
を
罰
す
れ
ば
、
則
ち
福
焉
よ
り
大
な
る
は
莫
く
、
鮮
首

　
　
　
の
利
焉
よ
り
厚
き
は
莫
し
。
之
を
禁
ず
る
は
、
是
れ
有
道
を
息
め
て
有
義
を

　
　
　
伐
ち
、
是
れ
湯
武
の
事
を
窮
め
て
築
紺
の
過
ち
を
遂
ぐ
る
な
り
。
（
振
乱
）

　
　
③
先
王
の
法
に
目
く
、
善
を
為
す
者
は
賞
し
、
不
善
を
為
す
者
は
罰
す
と
。
古

　
　
　
の
道
に
し
て
、
易
ふ
可
か
ら
ず
。
今
其
の
義
と
不
義
と
を
別
た
ず
し
て
、
救

　
　
　
守
を
疾
取
す
る
は
、
不
義
な
る
こ
と
焉
よ
り
大
な
る
は
莫
く
、
天
下
の
民
を

　
　
　
害
す
る
こ
と
焉
よ
り
甚
だ
し
き
は
莫
し
。
（
禁
塞
）

　
　
④
凡
そ
人
の
無
道
を
為
し
不
義
を
行
ふ
を
悪
む
所
以
の
者
は
、
其
の
罰
あ
る
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
と

　
　
　
為
な
り
。
有
道
を
為
し
有
義
を
行
ふ
に
蘇
む
る
所
以
の
者
は
、
其
の
賞
あ
る

　
　
　
が
為
な
り
。
（
振
乱
）

　
　
⑤
故
に
怒
答
は
家
に
優
む
可
か
ら
ず
、
刑
罰
は
国
に
優
む
可
か
ら
ず
、
謙
伐
は
・

　
　
　
天
下
に
優
む
可
か
ら
ず
。
一
巧
有
り
拙
有
る
の
み
。
故
に
古
の
賢
王
義
兵
有
り

　
　
　
て
優
兵
有
る
無
し
。
（
蕩
兵
）

　
　
⑥
善
く
之
を
用
ゐ
れ
ば
則
ち
福
と
為
り
、
乏
を
用
ゐ
る
能
は
ざ
れ
ば
則
ち
禍
と
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『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
1

『
墨
子
』
『
司
馬
法
』
．
と
の
対
比
1
（
湯
浅
）

　
　
　
為
る
。
薬
を
用
ゐ
る
が
如
き
老
然
り
。
良
薬
を
得
れ
ば
則
ち
人
を
活
し
、
悪

　
　
　
薬
を
得
れ
ば
則
ち
人
を
殺
す
。
義
兵
の
天
下
の
良
薬
為
る
や
亦
た
大
な
り
。

　
　
　
（
蕩
兵
）

　
　
⑦
故
に
義
兵
至
れ
ば
、
則
ち
世
主
其
の
民
を
有
つ
能
は
ず
、
人
親
其
の
子
を
禁

　
　
　
ず
る
能
は
ず
。
（
振
乱
）

　
か
く
の
如
く
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
於
け
る
「
兵
」
は
、
特
に
「
義
兵
」
な
ら
ず
と

も
、
人
間
の
本
性
と
し
て
、
ま
た
歴
史
的
必
然
と
し
て
、
更
に
種
々
の
杜
会
的
要
請

と
し
て
正
当
性
を
有
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
四
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
兵
」
が
基
本
的
に
正
当
性
を
持
つ
存
在
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
を
発
動
し
行
使
す
る
た
め
に
は
、
一
定
の
条
件
が
必
要
な
筈
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

第
四
と
し
て
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
於
け
る
武
力
行
使
の
条
件
を
探
っ
て
み
る
。

　
『
呂
氏
春
秋
』
が
武
力
の
発
動
を
無
条
件
で
認
め
て
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
は
、

先
の
「
兵
は
天
下
の
凶
器
な
り
」
（
論
威
）
と
い
う
一
文
で
明
ら
か
で
あ
る
が
、
ま

た
、
禁
塞
篇
に
於
て
も
、
「
凡
そ
救
守
な
る
者
は
、
太
上
は
説
を
以
て
し
、
其
の
次

は
兵
を
以
て
す
」
と
、
武
力
行
使
を
最
上
の
次
の
手
段
と
説
い
て
い
る
。

　
し
か
し
、
全
般
的
な
論
調
と
し
て
は
、
圧
倒
的
に
、
武
力
行
使
を
肯
定
す
る
色
彩

が
濃
厚
で
あ
る
。
先
の
蕩
兵
篇
で
は
、
優
兵
説
を
批
判
し
つ
つ
武
力
行
使
を
肯
定
し

た
が
、
同
様
に
振
乱
篇
で
も
、
救
守
説
を
批
判
す
る
た
め
に
、
攻
伐
と
救
守
と
は
武

力
を
行
使
す
る
点
で
そ
の
実
態
は
同
一
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
更
に
、
懐
寵
篇
で

は
、
次
の
如
く
、
民
に
理
義
の
浸
透
を
図
り
、
そ
れ
で
も
理
解
し
な
い
者
に
は
武
力

行
使
も
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り
そ
め

　
　
　
凡
そ
君
子
の
説
く
や
、
萄
に
弁
ず
る
に
非
ざ
る
な
り
。
士
の
議
す
る
や
、
荷

　
　
　
に
語
る
に
非
ざ
る
な
り
。
必
ず
理
に
中
り
て
然
る
後
に
説
き
、
必
ず
義
に

　
　
　
当
り
て
然
る
後
に
議
す
。
故
に
義
を
説
き
て
王
公
大
人
益
々
理
を
好
み
、

　
　
　
士
民
幹
首
益
々
義
を
行
ふ
。
義
理
の
道
彰
な
れ
ば
、
則
ち
暴
虐
姦
詐
侵
奪
の

　
　
　
術
息
む
な
り
。
…
…
此
く
の
若
く
し
て
猶
ほ
憂
恨
（
復
根
）
冒
疾
（
娼
嫉
）

　
　
　
遂
過
し
て
聴
か
ざ
る
者
有
ら
ば
、
武
を
行
ふ
と
難
も
亦
た
可
な
り
。
（
懐
寵
）

　
但
し
、
義
兵
に
つ
い
て
は
次
の
如
く
、
そ
れ
が
真
の
義
兵
で
あ
る
場
合
に
は
、
天

下
無
敵
で
あ
り
、
民
も
そ
の
到
来
を
待
望
し
て
い
る
か
ら
、
武
力
を
行
使
す
る
以
前

に
敵
国
に
勝
利
し
得
る
と
説
い
て
お
り
、
こ
の
点
は
、
孟
子
の
王
道
の
主
張
に
類
似

し
て
い
る
。

　
　
⑧
凡
そ
軍
は
其
の
衆
き
を
欲
す
る
な
り
。
心
は
其
の
一
な
る
を
欲
す
る
な
り
。

　
　
　
三
軍
心
を
一
に
す
れ
ば
則
ち
令
無
敵
な
ら
し
む
べ
し
。
令
能
く
敵
す
る
無
け

　
　
　
れ
ば
、
其
の
兵
の
天
下
に
於
け
る
や
亦
た
無
敵
な
り
。
古
の
至
兵
は
、
民
の

　
　
　
令
を
重
ん
ず
る
も
の
な
り
。
（
論
威
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
な

　
　
⑧
故
に
古
の
至
兵
、
才
民
未
だ
合
せ
ず
し
て
威
已
に
諭
は
れ
、
敵
已
に
服
す
。

　
　
　
豊
必
ず
し
も
抱
鼓
干
文
を
用
ゐ
ん
や
。
故
に
善
く
威
を
諭
ふ
者
は
、
其
の

　
　
　
未
だ
発
せ
ざ
る
に
於
て
し
、
其
の
未
だ
通
ぜ
ざ
る
に
於
て
す
る
な
り
。
宵

　
　
　
宣
（
窃
窃
）
冥
冥
、
其
の
情
を
知
る
莫
し
。
此
れ
を
之
れ
至
威
の
誠
と
謂

　
　
　
ふ
。
（
論
威
一

　
し
か
し
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
が
孟
子
の
王
道
の
主
張
と
異
な
る
の
は
、
そ
こ

に
孟
子
と
は
全
く
異
な
る
連
続
的
な
王
覇
観
が
存
在
す
る
点
で
あ
る
。
孟
子
は
武
力

を
行
使
せ
ぬ
王
者
と
行
使
す
る
覇
老
と
の
間
に
質
的
な
相
違
を
認
め
、
飽
く
ま
で
王

者
を
理
想
と
し
覇
者
を
否
定
す
る
が
、
『
呂
氏
春
秋
』
は
、
「
古
は
以
て
王
た
る
者
有

り
、
以
て
覇
た
る
者
有
り
。
湯
・
武
・
斉
桓
・
晋
文
・
呉
闇
魔
是
れ
な
り
」
（
簡
選
）

と
、
殴
の
湯
王
、
周
の
武
王
、
斉
の
桓
公
、
晋
の
文
公
、
呉
王
闇
慶
の
五
者
を
一
括

sokyu

sokyu
　

sokyu
り。
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し
て
掲
げ
、
そ
の
相
違
を
軍
事
力
の
大
小
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
み
で
、
王
者
や
覇

者
の
質
的
差
異
の
間
題
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
◎
従
っ
て
、
義
兵
は
武
力
を
行
使

せ
ず
敵
国
に
勝
利
し
得
る
と
は
言
っ
て
も
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
場
合
、
そ
れ
は
義
兵

の
圧
倒
的
な
強
さ
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
武
力
行
使
の
否
定
や
孟
子
の
如
き

王
道
の
主
張
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
点
は
、
次
の
論
威
篇
の
主
張
か
ら
も
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

　
　
　
凡
そ
兵
は
天
下
の
凶
器
な
り
。
勇
は
天
下
の
凶
徳
な
り
。
凶
器
を
挙
げ
、
凶

　
　
　
徳
を
行
ふ
は
、
猶
ほ
已
む
を
得
さ
る
な
り
。
凶
器
を
挙
ぐ
れ
ば
必
ず
殺
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ど

　
　
　
殺
は
之
を
生
く
る
所
以
な
り
。
凶
徳
を
行
は
ば
必
ず
威
す
。
威
は
之
を
幡
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
そ

　
　
　
所
以
な
り
。
敵
協
れ
民
生
く
、
此
れ
義
兵
の
隆
き
所
以
な
り
。
（
論
威
）

　
こ
こ
で
は
、
「
義
兵
」
と
言
い
つ
つ
、
威
力
の
誇
示
を
認
め
、
「
兵
」
を
「
殺
は
之

を
生
く
る
所
以
」
「
威
は
之
を
蝿
す
所
以
」
と
い
う
論
理
で
認
め
、
そ
れ
が
「
義
兵

の
隆
き
所
以
な
り
」
と
説
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
五
）

　
か
く
の
如
く
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
登
場
す
る
義
兵
は
、
威
力
を
誇
示
し
、
武
力
を

発
動
す
る
軍
隊
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
義
兵
の
「
義
」
と
は
何
で
あ

ろ
う
か
。
最
後
に
、
『
呂
氏
春
秋
』
軍
事
関
係
諸
篇
に
於
け
る
「
義
」
の
定
義
に
つ

い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
先
ず
、
禁
塞
篇
に
は
、
「
先
王
の
法
に
日
く
、
善
を
為
す
者
は
賞
し
、
不
善
を
為

す
者
は
罰
す
と
。
古
の
道
に
し
て
、
易
ふ
可
か
ら
ず
。
今
其
の
義
と
不
義
と
を
別
た

ず
し
て
、
救
守
を
疾
取
す
る
は
、
不
義
な
る
こ
と
焉
よ
り
大
な
る
は
莫
く
、
天
下
の

民
を
害
す
る
こ
と
焉
よ
り
甚
だ
し
き
は
莫
し
」
と
の
主
張
が
見
え
る
。
や
や
暖
味
で

は
あ
る
が
敢
え
て
言
え
ば
、
「
義
」
と
は
「
善
を
為
す
者
」
と
な
る
。
ま
た
、
論
威

『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
－

『
墨
子
』
『
司
馬
法
』
と
の
対
比
1

（
湯
浅
）

篇
で
は
、
義
の
重
要
性
が
主
張
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
「
義
な
る
者
は
万
事
の
紀
」
で

あ
り
「
君
臣
上
下
親
疏
の
由
り
て
起
こ
る
所
な
り
。
治
乱
安
危
過
勝
の
在
る
所
な
り
」

と
定
義
さ
れ
る
。
ま
た
、
愛
士
篇
で
は
、
「
衣
は
人
其
の
寒
き
を
以
て
な
り
。
食
は

人
其
の
磯
う
る
を
以
て
な
り
。
機
寒
は
人
の
大
害
な
り
。
之
を
救
ふ
は
義
な
り
」
と
、

麟
寒
の
如
き
人
の
大
害
を
救
済
す
る
こ
と
が
「
義
」
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
善
を
為
す
者
」
と
か
「
万
事
の
紀
」
と
い
っ
た
定
義
は
極
め

て
漢
然
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
磯
寒
か
ら
の
救
済
と
い
う
定
義
も
、
こ
れ
と
い
っ
た

特
色
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
『
呂
氏
春
秋
』
は
、
攻
伐
か
救
守
か
で
は
な
く
、

義
か
不
義
か
が
問
題
で
あ
る
と
説
き
な
が
ら
、
肝
腎
の
「
義
」
或
い
は
「
不
義
」
自

体
に
つ
い
て
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
深
く
追
求
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
、
要
す
る
に
義
と
は
正
義
で
あ
り
、
そ
の
正
義
に
基
づ
く

兵
は
義
兵
な
の
だ
と
い
う
、
や
や
循
環
し
た
論
理
が
見
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
『
呂
氏
春
秋
』
孟
秋
紀
・
仲
秋
紀
各
篇
を
資
料
と
し
て
、
そ
の
軍
事
思
想

の
特
質
を
考
察
し
て
き
た
。
先
行
研
究
が
明
ら
か
に
す
る
通
り
、
『
呂
氏
春
秋
』
は

確
か
に
義
兵
の
思
想
を
説
く
。
し
か
し
、
そ
の
最
大
の
論
点
は
、
決
し
て
孟
子
の
如

き
義
戦
・
王
道
の
主
張
に
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
兵
」
そ
の
も
の
の
存
在
を
如
何
に

正
当
化
し
肯
定
す
る
か
に
あ
り
、
ま
た
、
積
極
的
な
軍
事
活
動
を
阻
止
せ
ん
と
す
る

優
兵
・
非
攻
論
者
を
如
何
に
論
駁
す
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
『
呂
氏
春
秋
』
の
特
質
を
踏
ま
え
て
、
以
下
で
は
、
『
墨
子
』
『
司
馬
法
』

の
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
　
　
『
墨
子
』
と
の
対
比

本
章
で
は
、
『
墨
子
』

の
軍
事
思
想
が
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
非
攻
篇
を
分
析
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『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
1

『
墨
子
』
『
司
馬
法
』
と
の
対
比
1

（
湯
浅
）

し
、
先
に
検
討
し
た
『
呂
氏
春
秋
』
と
の
比
較
を
行
う
。

　
第
一
は
、
批
判
対
象
で
あ
る
。
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
優
兵
論
者
・
救
守
論
者
が
明

確
に
批
判
さ
れ
て
い
た
が
、
『
墨
子
』
に
も
明
確
な
批
判
対
象
が
存
在
す
る
。
し
か

も
、
そ
れ
は
上
中
下
三
篇
を
通
じ
一
貫
し
て
い
る
。

　
上
篇
で
は
、
義
と
不
義
と
の
区
別
を
な
さ
ぬ
老
、
大
い
に
国
を
攻
め
る
こ
と
、
大

い
に
非
（
不
義
）
を
為
し
国
を
攻
め
る
こ
と
、
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
中
下

篇
に
於
て
も
、
多
少
の
表
現
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
批
判
対
象
は
同
一
で
あ

る
。
中
篇
で
は
、
攻
戦
を
飾
る
者
（
中
）
、
攻
戦
（
中
）
、
下
篇
で
は
、
攻
戦
併
兼
（
下
）
、

無
罪
の
国
を
攻
伐
す
る
こ
と
（
下
）
、
攻
伐
を
好
む
の
国
（
下
）
、
戦
を
好
む
の
国
（
斉

・
晋
・
楚
・
越
）
（
下
）
、
攻
伐
を
好
む
一
其
の
説
を
飾
る
）
の
君
（
下
）
、
大
国
の

不
義
（
下
）
、
繁
く
攻
伐
を
為
す
こ
と
（
下
）
が
批
判
さ
れ
る
。

　
即
ち
、
『
墨
子
』
の
想
定
す
る
批
判
対
象
は
、
真
の
義
を
理
解
せ
ぬ
ま
ま
攻
伐
（
大

義
を
持
た
ぬ
侵
略
戦
争
）
を
肯
定
す
る
者
、
及
び
攻
伐
を
推
進
せ
ん
と
す
る
強
大
国

で
あ
る
と
言
え
る
。

　
第
二
に
、
『
墨
子
』
に
於
け
る
「
兵
」
の
概
念
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
が
、

こ
れ
は
右
の
点
と
関
連
し
て
、
肯
定
さ
れ
る
「
兵
」
と
否
定
さ
れ
る
「
兵
」
と
の
二

種
類
の
「
丘
ハ
」
が
存
在
す
る
。

　
先
ず
、
否
定
さ
れ
る
「
兵
」
と
し
て
は
、
大
い
に
非
（
不
義
）
を
為
し
て
国
を
攻

め
る
こ
と
（
上
）
、
季
節
や
民
情
を
無
視
し
て
徒
に
興
起
す
る
こ
と
（
上
）
、
攻
戦
（
中
［
）
、

攻
戦
丼
兼
（
下
）
、
無
罪
の
国
を
攻
伐
す
る
こ
と
（
下
）
、
攻
（
伐
）
一
下
）
の
如
く
、

全
て
第
一
の
批
判
対
象
に
関
わ
る
「
攻
伐
」
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
肯
定
さ
れ
る
「
兵
」
は
、
下
篇
に
見
え
る
「
謙
」
、
「
救
」
、
「
我

師
（
挙
之
費
）
」
、
「
我
甲
兵
強
」
、
授
け
ら
れ
た
「
諸
侯
の
師
」
の
如
ノ
＼
古
の
聖
王

が
不
義
の
暴
君
を
諌
伐
し
た
聖
戦
、
及
び
大
国
に
よ
る
攻
伐
併
兼
か
ら
弱
小
国
を
救

済
す
る
た
め
の
防
衛
戦
で
あ
る
。
一

　
そ
こ
で
第
三
と
し
て
、
『
墨
子
』
に
於
け
る
「
兵
」
の
正
当
性
の
問
題
に
つ
い
て

考
察
す
る
。
『
墨
子
』
に
は
、
否
定
さ
れ
る
「
攻
伐
」
と
肯
定
さ
れ
る
「
謙
」
「
救
」

と
の
異
な
る
二
つ
の
「
兵
」
が
見
ら
れ
た
が
、
先
ず
、
「
攻
」
は
如
何
な
る
理
由
で

否
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
「
実
」
は
不
義
な
の
に
「
名
」
は
義

で
あ
る
一
上
・
中
）
、
季
節
や
民
清
を
無
視
し
て
い
る
（
中
）
、
莫
大
な
軍
費
を
要
し
、

莫
大
な
損
失
が
あ
る
（
中
・
下
）
、
鬼
神
が
そ
の
主
后
を
失
う
一
中
・
下
）
、
民
の
利

を
廃
す
る
（
中
）
、
天
下
全
体
の
利
と
な
ら
な
い
（
中
）
、
「
得
」
「
安
」
を
欲
し
て
「
失
」

「
危
」
を
悪
む
王
公
大
人
の
情
に
合
致
し
な
い
（
中
）
、
攻
戦
は
一
時
的
勝
利
し
か

齋
さ
な
い
（
中
）
、
天
の
利
・
鬼
の
利
・
人
の
利
に
当
た
ら
な
い
（
下
）
、
聖
人
の
緒

を
乱
す
（
下
）
、
と
多
様
で
あ
る
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
攻
伐
が
天
下
全
体

の
利
に
合
致
し
な
い
と
い
う
点
と
、
鬼
神
に
背
く
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
裏
返
し
と
な
る
の
が
、
「
謙
」
「
救
」
の
正
当
性
の
間
題
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
、
義
に
合
致
す
る
一
下
）
、
天
・
鬼
・
人
の
利
に
合
致
す
る
（
下
）
、
天
命
を
受

け
て
不
義
の
暴
君
を
討
つ
（
下
）
、
天
下
の
諸
侯
に
利
す
る
（
下
）
、
そ
の
功
が
攻
伐

に
倍
す
る
（
下
）
、
聖
王
の
道
に
合
致
す
る
（
下
）
の
如
く
説
明
さ
れ
る
。
即
ち
、

こ
こ
で
も
、
特
定
国
の
利
益
に
止
ま
ら
ぬ
天
下
全
体
へ
の
視
野
、
実
利
的
な
効
用
の

有
無
、
鬼
神
の
存
在
と
い
っ
た
観
点
が
そ
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
第
四
に
、
『
墨
子
』
に
於
て
武
力
行
使
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
「
謙
」
と

「
救
」
の
場
合
の
み
で
あ
る
。
但
し
、
「
謙
」
で
あ
れ
ば
天
下
は
直
ち
に
帰
服
し
（
下
）
、

ま
た
、
「
救
」
で
あ
れ
ば
「
天
下
無
敵
」
（
下
）
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。

　
そ
し
て
最
後
に
、
「
義
」
の
定
義
で
あ
る
が
、
下
篇
に
は
「
聖
王
の
法
」
と
い
う

定
義
が
見
え
る
。
ま
た
、
「
義
」
の
裏
返
し
の
「
不
義
」
に
つ
い
て
は
、
「
人
を
蘭
き

て
自
ら
利
す
」
（
上
）
、
「
攻
伐
（
と
い
う
大
量
殺
人
）
」
（
上
）
と
さ
れ
て
お
り
、
こ

sokyu

sokyu
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こ
で
も
明
ら
か
に
、
天
下
全
体
の
利
に
反
す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
、
「
攻
伐
」
そ

の
も
の
が
不
義
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
諸
点
に
つ
い
て
、
先
に
検
討
し
た
『
呂
氏
春
秋
』
と
比
較
す
れ
ば
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
、
論
敵
・
批
判
対
象
に
関
し
て
、

『
墨
子
』
と
『
呂
氏
春
秋
』
と
に
は
大
き
な
相
違
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
『
呂

氏
春
秋
』
は
、
優
兵
論
・
救
守
論
な
ど
要
す
る
に
積
極
的
な
軍
事
活
動
を
阻
止
せ
ん

と
す
る
思
想
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
た
が
、
『
墨
子
』
は
逆
に
積
極
的
な
攻
伐
攻
戦

を
一
貫
し
て
否
定
し
て
い
た
。

　
次
に
、
「
兵
」
の
概
念
規
定
に
関
し
て
も
、
『
呂
氏
春
秋
』
が
あ
ら
ゆ
る
闘
争
を
「
兵
」

と
定
義
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
概
ね
肯
定
的
に
捉
え
て
い
た
の
に
対
し
て
、
『
墨
子
』

は
、
否
定
す
べ
き
「
兵
」
即
ち
「
攻
戦
」
と
、
肯
定
し
得
る
’
「
兵
」
即
ち
「
謙
」
「
救
」

と
を
峻
別
し
て
い
た
。

　
ま
た
、
「
兵
」
の
正
当
性
に
関
し
て
も
、
『
呂
氏
春
秋
』
が
そ
の
正
当
性
を
人
の
性

や
天
に
求
め
る
点
に
特
色
を
持
ち
、
ま
た
歴
史
的
必
然
、
杜
会
的
要
請
と
い
う
種
々

の
観
点
か
ら
そ
の
存
在
理
由
を
説
く
の
に
対
し
て
、
『
墨
子
』
は
、
そ
の
正
当
性
を
、

天
下
全
体
の
利
や
鬼
神
の
利
に
求
め
る
と
い
う
点
に
特
色
を
有
し
て
い
た
。

　
更
に
、
武
力
の
発
動
に
関
し
て
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
が
若
干
の
条
件
付
き
と
は
言

え
、
ほ
ぼ
全
て
の
「
兵
」
の
発
動
・
行
使
を
認
め
る
の
に
対
し
て
、
『
墨
子
』
は
、
「
諌
」

「
救
」
の
場
合
に
限
定
し
て
認
め
る
と
い
う
相
違
が
見
ら
れ
た
。

　
そ
し
て
、
「
義
」
の
定
義
も
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
定
義
が
や
や
漢
然
と
し
て
い
た
の

に
対
し
て
、
『
墨
子
』
の
説
く
「
義
」
は
、
「
聖
王
の
法
」
、
「
天
・
鬼
・
人
」
に
合
致

す
る
こ
と
、
「
不
義
」
は
、
「
蘭
人
自
利
」
即
ち
「
攻
伐
」
と
、
明
瞭
で
あ
っ
た
。
即

ち
、
『
墨
子
』
に
於
て
は
、
攻
伐
が
不
義
、
そ
れ
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
防
衛
戦
が
義

で
あ
る
と
い
う
、
明
快
で
具
体
的
な
対
比
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
1

『
墨
子
』
『
司
馬
法
』
と
の
対
比
1

（
湯
浅
）

　
か
く
の
如
く
、
『
墨
子
』
と
『
呂
氏
春
秋
』
の
軍
事
思
想
の
内
実
に
は
、
大
き
な

隔
た
り
が
あ
り
、
同
一
の
思
想
と
し
て
一
括
す
る
に
は
や
や
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
確
か
に
、
こ
の
両
老
は
「
義
兵
」
を
主
張
す
る
点
に
於
て
類
似
す
る
。
し

か
し
、
「
義
兵
」
や
「
義
戦
」
を
説
く
思
想
は
、
こ
の
両
老
に
限
定
さ
れ
る
訳
で
は

な
い
。
『
孟
子
』
や
『
葡
子
』
、
『
呉
子
』
や
『
司
馬
法
』
に
も
、
ま
た
、
『
史
記
』
や

『
漢
書
』
に
登
場
す
る
思
想
家
・
政
治
家
の
言
の
中
に
も
、
正
義
の
戦
い
に
つ
い
て

の
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
が
見
え
る
。
従
っ
て
、
同
じ
く
「
義
兵
」
の
言
葉
が
存
在
す
る

か
ら
と
言
っ
て
、
直
ち
に
『
墨
子
』
『
呂
氏
春
秋
』
両
者
の
軍
事
思
想
を
同
一
と
見

徴
す
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
但
し
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
『
墨
子
』
の
思
想
が
前
期
・
中
期
・
菱
期
へ

と
変
容
し
、
そ
れ
が
『
墨
子
』
各
篇
の
上
中
下
三
篇
に
各
々
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い

う
見
解
で
あ
る
。
先
述
の
如
く
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
が
末
期
墨
家
の
思
想
と

密
接
な
関
係
を
有
す
る
と
い
う
主
張
は
、
こ
う
し
た
墨
家
思
想
の
理
解
を
前
提
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
そ
の
前
提
に
従
っ
て
、
『
呂
氏
春
秋
』
蕩
兵
・
振
乱
・
禁
塞
・
懐
寵
篇

等
が
末
期
墨
家
の
義
兵
説
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
本
章
で
検
討
し
た
『
墨

子
』
（
特
に
下
篇
）
と
前
章
で
検
討
し
た
『
呂
氏
春
秋
』
の
見
解
と
は
部
分
的
に
で

あ
れ
一
致
点
を
有
す
る
筈
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
如
く
、
批
判
対
象
、
「
兵
」
の
定
義
、
「
兵
」
の
正
当
性
、

武
力
行
使
の
条
件
、
「
義
」
の
定
義
な
ど
、
全
て
の
観
点
に
亙
っ
て
、
両
者
の
見
解

に
は
差
異
が
認
め
ら
れ
た
。
特
に
、
『
墨
子
』
全
体
の
特
質
で
も
あ
り
、
そ
の
キ
ー
・

ワ
ー
ド
と
言
っ
て
も
良
い
「
蘭
人
自
利
」
の
否
定
、
即
ち
「
非
攻
」
、
「
天
下
」
全
体

の
「
利
」
、
「
鬼
神
」
、
と
い
っ
た
要
素
が
『
呂
氏
春
秋
』
蕩
兵
篇
等
に
は
全
く
見
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
、
軍
事
思
想
を
説
く
際
の
最
も
基
本
と
な
る
「
兵
」
の
定



70

『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
1

『
墨
子
』
『
司
馬
法
』
と
の
対
比
1
（
湯
浅
）

義
に
関
し
て
、
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
あ
ら
ゆ
る
闘
争
を
「
兵
」
と
定
義
し
、
攻
伐
も

救
守
も
、
武
力
を
行
使
す
る
点
に
於
て
そ
の
内
実
は
同
様
で
あ
る
と
す
る
の
に
対
し

て
、
『
墨
子
』
で
は
、
「
兵
」
の
内
訳
を
攻
伐
と
諌
・
救
と
に
峻
別
し
、
一
方
を
否
定
、

他
方
を
肯
定
す
る
と
い
う
大
き
な
相
違
点
が
存
在
し
た
。

　
ま
た
、
右
の
如
く
、
『
墨
子
』
自
体
に
つ
い
て
も
、
そ
の
批
判
対
象
は
、
非
攻
上

中
下
三
篇
を
通
じ
て
一
貫
し
て
お
り
、
『
墨
子
』
の
非
攻
説
が
大
き
く
変
容
し
て
い

る
と
は
考
え
難
い
。
確
か
に
、
『
墨
子
』
に
は
「
兵
」
の
肯
定
（
「
謙
」
「
救
」
）
と
否

定
（
「
攻
伐
」
「
攻
戦
」
）
と
が
見
ら
れ
、
特
に
、
肯
定
さ
れ
る
「
謙
」
「
救
」
が
下
篇

の
み
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
末
期
墨
家
が
そ
れ
ま
で
の
基
本
理
念
を
覆
し
て
非
攻
説

批
判
を
唱
え
て
い
る
か
の
如
き
印
象
を
与
え
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
は
、
墨
家
思
想
自
体
の
変
容
で
は
な
く
、
同
一
思
想
を
主
張
す
る
際
の
観
点
の

相
違
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
述
の
如
く
、
『
墨
子
』
は
下
篇
に
於
て

も
「
諌
」
「
救
」
と
「
攻
伐
」
「
攻
戦
」
と
を
厳
密
に
区
分
し
て
議
論
を
展
開
し
て
お

り
、
攻
伐
批
判
即
ち
非
攻
の
態
度
は
三
篇
を
通
じ
て
何
等
の
変
化
も
な
い
。
末
期
墨

家
の
思
想
を
非
攻
説
批
判
と
捉
え
る
の
は
、
「
謙
」
「
救
」
の
肯
定
を
拡
大
し
過
ぎ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
〕

解
釈
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
従
っ
て
、
秦
国
内
に
「
秦
墨
」
が
存
在
し
た
こ
と
や
『
呂
氏
春
秋
』
の
中
に
墨
家

の
思
想
が
散
見
す
る
こ
と
は
確
か
な
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
墨
家
の
義
兵
説
が
即

ち
『
呂
氏
春
秋
』
の
軍
事
思
想
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
に
は
、
や
は
り
大
き
な
疑
問

を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

四
　
　
『
司
馬
法
』
と
の
対
比

こ
の
よ
う
に
、
『
呂
氏
春
秋
』

の
軍
事
思
想
の
実
態
が
墨
家
の
義
兵
説
に
合
致
し

な
い
と
す
れ
ば
、
次
な
る
可
能
性
と
し
て
浮
上
し
て
来
る
の
は
、
陳
奇
猷
氏
の
指
摘

す
る
『
司
馬
法
』
の
思
想
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
第
二
章
・
第
三
章
と
同
様
の
観
点

か
ら
、
『
司
馬
法
』
の
軍
事
思
想
に
つ
い
て
分
析
し
、
『
呂
氏
春
秋
』
軍
事
関
係
諸
篇

と
の
比
較
を
試
み
た
い
。

　
先
ず
、
批
判
対
象
で
あ
る
が
、
『
司
馬
法
』
に
は
明
確
な
論
敵
は
登
場
し
な
い
。

も
っ
と
も
、
仮
想
敵
と
し
て
の
批
判
対
象
は
存
在
し
、
そ
れ
は
、
敢
え
て
言
え
ば
優

兵
論
・
攻
伐
肯
定
論
の
両
者
で
あ
る
。

　
　
⑧
国
大
な
り
と
難
も
、
戦
ひ
を
好
め
ば
必
ず
亡
び
、
天
下
安
し
と
難
も
、
戦
ひ

　
　
　
を
忘
る
れ
ば
必
ず
危
し
。
（
仁
本
）

　
こ
こ
で
は
、
「
好
戦
」
「
忘
戦
」
の
両
者
が
共
に
否
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
れ

に
関
連
し
て
、
内
政
一
文
・
礼
）
と
軍
事
（
武
・
法
）
の
二
領
域
の
相
互
侵
犯
、
即

ち
「
権
」
を
理
解
せ
ぬ
こ
と
が
、
次
の
如
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。

　
　
⑧
国
容
は
軍
に
入
ら
ず
、
軍
容
は
国
に
入
ら
ず
。
（
天
子
之
義
）

　
　
⑧
礼
と
法
と
は
表
裏
な
り
。
文
と
武
と
は
左
右
な
り
。
（
天
子
之
義
）

　
　
⑱
国
に
居
り
て
は
恵
以
て
信
、
軍
に
在
り
て
は
広
以
て
武
、
刃
上
に
は
果
以
て

　
　
　
敏
。
一
定
爵
）

　
　
⑱
正
意
を
獲
ざ
れ
ば
、
則
ち
権
す
。
権
は
戦
に
出
で
、
中
人
よ
り
出
で
ず
。
一
仁

　
　
　
本
）

　
こ
の
「
権
」
と
は
、
『
司
馬
法
』
の
思
想
の
特
賢
を
端
的
に
表
す
キ
i
ワ
ー
ド
で

あ
り
、
「
正
」
時
の
原
理
が
機
能
せ
ざ
る
時
の
止
む
を
得
ぬ
手
段
と
し
て
「
戦
」
の

存
在
を
認
め
る
思
想
で
あ
る
。
但
し
、
そ
こ
で
は
「
戦
」
の
価
値
が
「
正
」
よ
り
遥

か
に
劣
る
と
説
か
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
『
司
馬
法
』
は
、
内
政
と
軍
事
、
文
と

武
、
礼
と
法
と
い
う
二
つ
の
原
理
を
峻
別
し
た
上
で
、
各
々
の
領
域
内
に
限
定
し
つ

っ
併
用
せ
よ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
文
・
礼
と
い
う
原
理
を
適
用
す

sokyu

sokyu
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べ
き
「
国
容
」
と
武
・
法
を
適
用
す
べ
き
「
軍
容
」
と
を
「
権
」
の
思
想
に
よ
っ
て

同
価
値
の
二
領
域
と
し
て
認
め
る
点
に
、
そ
の
最
大
の
特
色
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
右
の
如
く
、
『
司
馬
法
』
の
批
判
対
象
と
し
て
は
、
政
治
世
界
を
た
だ
一

つ
の
原
理
で
統
轄
し
得
る
と
考
え
る
思
想
、
国
容
と
軍
容
と
の
二
領
域
の
各
々
の
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

立
と
価
値
と
を
認
め
ぬ
者
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
『
司
馬
法
』
に
於
け
る
「
兵
」
は
如
何
に
定
義
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。
『
司
馬
法
』
に
於
て
も
多
様
な
「
兵
」
が
登
場
し
、
そ
れ
は
、
「
権
」
に
基
づ
く
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

争
（
仁
本
）
、
先
王
の
治
世
に
は
寝
む
べ
き
も
の
（
仁
本
）
、
賢
王
が
輿
し
不
義
を
討

つ
も
の
（
仁
本
）
、
戦
い
を
忘
れ
ざ
る
手
段
と
し
て
の
田
猟
（
仁
本
）
、
戦
闘
・
戦
争

（
定
爵
、
厳
位
、
用
衆
）
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
他
、
「
兵
革
を
以
て
諸
侯
を
服
す
」

（
仁
本
）
、
即
ち
王
覇
が
諸
侯
を
治
め
る
た
め
の
六
つ
の
手
段
の
内
の
一
つ
を
表
し

た
り
、
王
霜
が
諸
侯
を
正
す
九
つ
の
形
態
「
告
」
「
伐
」
「
壇
」
「
削
」
「
侵
」
「
正
」
「
残
」

「
杜
」
「
減
」
を
示
し
た
り
す
る
。
ま
た
、
右
の
支
配
原
理
の
峻
別
・
併
用
と
関
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

し
て
、
国
容
と
相
対
す
る
も
の
（
天
子
之
義
）
、
段
周
時
代
に
発
動
さ
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

（
天
子
之
義
）
、
即
ち
「
文
」
に
対
す
る
も
の
天
子
之
義
）
と
い
う
独
特
の
定
義

が
見
え
る
。

　
そ
れ
で
は
第
三
に
、
そ
の
「
兵
」
は
何
に
よ
っ
て
そ
の
正
当
性
を
保
証
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
司
馬
法
』
は
、
前
記
の
如
く
、
「
正
」
が
意

を
得
ざ
る
時
の
止
む
を
得
ぬ
手
段
、
即
ち
「
権
」
と
し
て
正
当
性
を
有
す
る
（
仁
本
）

と
説
く
。
し
か
も
、
そ
の
「
兵
」
は
、
不
義
を
討
ち
有
罪
を
諌
す
る
た
め
の
止
む
を

得
ぬ
手
段
と
は
言
え
、
「
正
」
よ
り
価
値
が
劣
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
国
容
に
対
す
る
軍
容
と
し
て
独
立
し
た
領
域
と
価
値
と
を
有
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
第
四
に
、
武
力
の
行
使
に
つ
い
て
も
、
こ
の
「
権
」
の
思
想
に
基
づ
く
限

『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
1

『
墨
子
』
『
司
馬
法
』
と
の
対
比
－
（
湯
浅
）

り
可
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
人
を
安
ん
じ
民
を
愛
し
戦
を
止
め
る
た
め
な
ら
可

へ
仁
本
）
、
賢
王
が
不
義
（
不
道
・
罪
人
・
有
罪
）
を
討
つ
な
ら
可
（
仁
本
）
、
王
覇

が
諸
侯
を
正
す
九
つ
の
手
段
と
し
て
可
（
天
子
之
義
）
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
定
爵
、

厳
位
、
用
衆
の
各
篇
で
は
概
ね
武
力
の
発
動
・
行
使
を
前
提
と
し
た
用
兵
論
が
展
開

さ
れ
て
い
る
。

　
但
し
、
「
権
」
は
あ
く
ま
で
「
正
し
の
対
立
概
念
で
あ
り
、
軍
容
と
国
容
と
い
う

二
つ
の
領
域
・
原
理
を
認
め
る
『
司
馬
法
』
に
は
、
武
力
を
発
動
し
な
い
場
合
や
発

動
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
正
」
時
に
は

発
動
せ
ず
（
仁
本
）
、
ま
た
、
「
先
王
」
の
治
世
に
は
発
動
し
な
い
（
同
）
、
そ
し
て
、

自
国
の
「
違
時
」
「
民
病
」
に
は
不
可
（
仁
本
）
、
敵
国
の
「
喪
」
「
凶
」
に
は
不
可

一
仁
本
）
、
冬
夏
に
は
不
可
（
仁
本
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
『
司
馬
法
』

の
説
く
「
権
」
の
思
想
、
国
容
と
軍
容
の
峻
別
と
い
う
主
張
か
ら
自
ず
と
導
き
出
せ

る
見
解
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

　
最
後
に
、
『
司
馬
法
』
に
於
け
る
「
義
」
の
定
義
を
確
認
し
て
お
く
。
『
司
馬
法
』

に
は
、
「
義
」
が
頻
出
す
る
が
、
そ
こ
に
は
、
三
つ
の
異
な
る
レ
ベ
ル
の
「
義
」
が

見
え
る
。
先
ず
、
「
正
」
時
に
於
け
る
統
治
原
理
、
即
ち
「
仁
を
以
て
本
と
為
し
、

義
を
以
て
之
を
治
む
、
之
を
正
と
謂
ふ
」
（
仁
本
）
、
段
を
象
徴
す
る
言
葉
、
即
ち
「
駿

は
義
な
り
」
（
天
子
之
義
）
と
い
う
用
例
が
あ
り
、
こ
れ
は
最
も
基
本
的
な
統
治
原

理
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
「
義
」
に
背
く
行
為
が
最
も
大
き
な
「
不
義
」

と
な
り
、
そ
れ
は
、
「
命
を
失
ひ
常
を
乱
し
徳
に
惇
り
、
天
の
時
に
逆
ひ
て
有
功
の

君
を
危
く
す
る
」
（
仁
本
）
こ
と
で
あ
り
、
「
弱
を
潟
り
寡
を
犯
」
し
、
「
賢
を
賊
し

民
を
害
」
し
、
「
内
を
暴
し
外
を
陵
」
ぎ
、
「
野
荒
れ
民
散
」
じ
、
「
固
を
負
ん
で
服

せ
」
ず
、
「
其
の
親
を
賊
殺
」
し
、
「
其
の
君
を
放
斌
」
し
、
「
令
を
犯
し
政
を
陵
」

ぎ
、
「
外
内
乱
れ
禽
獣
の
行
」
あ
り
（
仁
本
）
と
い
う
愚
行
の
結
果
、
賢
王
に
よ
っ
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『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
1

『
墨
子
』
『
司
馬
法
』
と
の
対
比
1
（
湯
浅
）

て
討
伐
の
対
象
と
さ
れ
る
者
で
あ
る
。

　
次
に
、
「
戦
」
時
に
於
け
る
徳
目
の
一
つ
と
し
て
の
「
義
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
仁

義
智
勇
信
」
（
仁
本
）
、
「
礼
仁
信
義
勇
智
」
（
仁
本
）
と
、
礼
仁
智
勇
信
な
ど
の
他
の

徳
目
と
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、
右
の
国
家
の
統
治
原
理
を
示

す
「
義
」
と
は
、
そ
の
レ
ベ
ル
に
相
違
が
あ
る
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
）

　
そ
し
て
、
更
に
下
位
の
レ
ベ
ル
と
し
て
、
軍
の
士
気
を
起
こ
す
も
の
定
爵
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

軍
の
害
を
減
ら
す
手
段
の
一
つ
一
同
）
、
軍
の
乱
れ
を
正
す
手
段
の
一
つ
同
）
、
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
㌣

隊
編
成
（
地
位
の
上
下
）
の
基
準
嚴
位
）
、
士
卒
を
奮
死
に
至
ら
し
め
る
要
因
の

　
（
1
2
）一

つ
同
）
、
の
如
く
、
具
体
的
な
戦
闘
場
面
で
有
効
と
さ
れ
る
種
々
の
手
段
の
一

つ
と
し
て
の
「
義
」
が
あ
る
。

　
か
く
の
如
く
、
『
司
馬
法
』
に
は
、
凡
そ
三
つ
の
位
相
を
異
に
す
る
「
義
」
が
存

在
す
る
訳
で
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
「
義
」
を
多
用
し
な
が
ら
、
「
義
兵
」
や
「
義
戦
」

な
ど
の
使
用
例
が
見
え
な
い
と
い
う
点
も
、
逆
に
大
き
な
特
色
に
な
る
か
と
思
わ
れ

る
。　

以
上
、
『
司
馬
法
』
の
思
想
に
つ
い
て
分
析
し
て
き
た
が
、
そ
の
最
大
の
特
色
は
、

「
権
」
の
思
想
に
基
づ
く
「
兵
」
の
肯
定
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
『
司
馬

法
』
は
、
国
容
と
軍
容
、
文
と
武
、
礼
と
法
な
ど
、
二
つ
の
領
域
・
原
理
の
独
立
を

認
め
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
同
等
の
価
値
を
有
し
、
互
い
に
そ
の
領
域
や
原
理
を
侵
犯

し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
『
呂
氏
春
秋
』
と
の
比
較
で
あ
る
が
、
先
ず
、
『
司
馬
法
』
の
最
大
の
特

色
で
あ
る
支
配
原
理
の
峻
別
・
並
存
と
い
う
発
想
が
『
呂
氏
春
秋
』
蕩
兵
篇
等
に
は

見
え
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
批
判
対
象
に
関
し
て
、
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
積
極
的
な

軍
事
活
動
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
優
兵
論
・
救
守
論
が
批
判
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し

て
、
『
司
馬
法
』
で
は
、
優
兵
非
攻
論
の
み
な
ら
ず
、
二
兀
的
な
攻
伐
肯
定
論
も
同

時
に
批
判
さ
れ
て
い
た
。
『
司
馬
法
』
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
優
兵
か
攻
伐
か
で

は
な
く
、
「
権
」
の
思
想
を
理
解
す
る
か
否
か
、
二
つ
の
原
理
の
峻
別
・
並
存
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

め
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
そ
の
「
兵
」
の
正
当
性
に
つ
い
て
も
、
『
呂
氏
春
秋
』
が
人
性
や
天
、
更

に
歴
史
的
必
然
や
杜
会
的
要
請
な
ど
多
様
な
観
点
か
ら
説
明
せ
ん
と
す
る
の
に
対
し

て
、
『
司
馬
法
』
は
そ
の
正
当
性
を
「
権
」
の
思
想
に
求
め
る
と
い
う
相
違
点
が
存

在
し
た
。
も
っ
と
も
、
春
秋
公
羊
学
に
於
て
は
、
こ
の
「
権
」
が
天
の
思
想
に
よ
っ

て
更
に
権
威
付
け
ら
れ
て
お
り
、
仮
に
『
司
馬
法
』
に
も
こ
う
し
た
「
権
」
と
天
と

の
連
関
が
見
ら
れ
れ
ば
、
「
兵
」
の
正
当
性
を
間
接
的
な
が
ら
も
天
に
求
め
る
『
呂

氏
春
秋
』
と
の
類
似
性
が
僅
か
に
生
じ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
『
司
馬
法
』
に
於
て
は
、
天
や
天
道
と
の
関
係
か
ら
「
権
」
が

説
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
し
て
や
公
羊
学
の
如
く
、
軍
事
を
含
む
人
事
全
般
が
陰

陽
や
四
時
に
配
当
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
公
羊
学
の
「
権
」
が
飽
く
ま
で
「
経
」

よ
り
価
値
の
劣
る
下
位
概
念
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
『
司
馬
法
』
は
「
権
」
の
価

値
が
劣
る
も
の
と
は
説
か
ず
、
む
し
ろ
国
容
と
軍
容
、
文
と
武
、
礼
と
法
に
同
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
一

価
値
を
付
与
せ
ん
と
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
や
は
り
、
『
呂
氏
春
秋
』
と
『
司
馬
法
』

に
は
、
「
兵
」
の
正
当
性
の
問
題
に
関
し
て
、
基
本
的
な
見
解
の
相
違
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
更
に
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
『
司
馬
法
』
の
「
権
」
「
国
容
」
「
軍
容
」
「
文
・
武
」

「
礼
・
法
」
と
い
う
言
わ
ば
キ
ー
ワ
ー
ド
が
『
呂
氏
春
秋
』
に
は
見
え
な
い
こ
と
も
、

両
者
の
相
違
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
陳
奇
猷
氏
は
、
仁
義
に
基
づ
く
「
兵
」
を
主
張
す
る
点
に
於
て
『
呂
氏
春
秋
』
と
『
司

馬
法
』
と
に
類
似
性
が
見
ら
れ
る
と
し
た
上
で
、
『
呂
氏
春
秋
』
孟
秋
紀
・
伸
秋
紀
各

篇
の
編
者
を
司
馬
法
学
派
と
推
定
す
る
。
確
か
に
、
両
者
は
、
兵
の
存
在
と
武
力
の
発
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動
と
を
む
し
ろ
積
極
的
に
認
め
ん
と
す
る
点
に
於
て
類
似
し
て
い
る
。
『
呂
氏
春
秋
』

の
「
殺
は
之
を
生
く
る
所
以
な
り
」
「
威
は
之
を
鶴
す
所
以
な
り
。
敵
儲
れ
民
生
く
、

此
れ
義
兵
の
隆
き
所
以
な
り
」
一
論
威
）
と
い
う
「
義
兵
」
の
肯
定
は
、
『
司
馬
法
』

の
「
人
を
殺
し
て
人
を
安
ん
ぜ
ば
、
之
を
殺
し
て
可
な
り
。
其
の
国
を
攻
め
て
其
の

民
を
愛
せ
ば
、
之
を
攻
め
て
可
な
り
。
戦
を
以
て
戦
を
止
め
ば
、
戦
ふ
と
難
も
可
な

り
」
（
仁
本
）
と
い
う
「
戦
」
の
肯
定
と
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
肯
定
を
導
く
論
理
に
は
大
き
な
相
違
点
が
あ
っ
た
。
『
呂

氏
春
秋
』
は
人
性
、
天
、
歴
史
、
杜
会
、
更
に
は
「
兵
」
の
独
自
な
定
義
と
、
様
々

な
観
点
か
ら
「
兵
」
の
正
当
性
を
繰
り
返
し
力
説
す
る
が
、
『
司
馬
法
』
は
独
特
の

「
権
」
の
思
想
を
持
ち
出
し
て
、
そ
の
正
当
性
の
問
題
を
簡
潔
に
処
理
す
る
の
で
あ

る
。
ま
た
先
述
の
如
く
、
そ
も
そ
も
『
司
馬
法
』
に
は
「
義
戦
」
「
義
兵
」
と
い
う

用
語
も
見
え
ず
、
義
兵
説
と
い
う
点
に
そ
の
主
題
が
あ
る
か
ど
う
か
も
や
や
疑
間
で

あ
る
。

　
『
司
馬
法
』
の
思
想
が
「
義
兵
説
」
の
如
く
見
え
る
の
は
、
そ
の
仁
本
篇
の
冒
頭
、

「
正
」
時
の
統
治
原
理
と
し
て
「
義
」
が
登
場
し
、
そ
の
後
も
全
篇
に
亙
っ
て
様
々

な
「
義
」
が
頻
出
す
る
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
分

析
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
、
『
司
馬
法
』
の
主
張
は
、
そ
の
「
正
」
の
肯
定
に
止

ま
ら
ず
、
む
し
ろ
独
自
の
領
域
と
原
理
と
を
有
す
る
軍
容
の
価
値
を
肯
定
す
る
点
に

こ
そ
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
「
義
」
も
「
義
戦
」
「
義
兵
」
と
い
う
使
用
例
は
見
え

ず
、
む
し
ろ
種
々
雑
多
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
こ
の
『
司
馬
法
』
も
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
軍
事
思
想
と
は
一
線
を
画

し
、
司
馬
法
学
派
を
『
呂
氏
春
秋
』
軍
事
関
係
諸
篇
の
編
者
と
す
る
見
解
に
も
大
き

な
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
－
『
墨
子
』
『
司
馬
法
』
と
の
対
比
－
（
湯
浅
）

　
　
　
結
　
　
　
語

　
以
上
、
三
章
に
亙
っ
て
『
呂
氏
春
秋
』
『
墨
子
』
『
司
馬
法
』
の
軍
事
思
想
を
比
較

検
討
し
て
き
た
。
『
呂
氏
春
秋
』
は
、
あ
ら
ゆ
る
闘
争
を
「
兵
」
と
定
義
し
た
上
で
、

攻
伐
も
救
守
も
武
力
を
行
使
す
る
占
へ
に
於
て
同
一
で
あ
る
と
主
張
し
、
積
極
的
な
軍

事
活
動
を
否
定
せ
ん
と
す
る
優
兵
・
救
守
論
を
批
判
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
兵
」

の
正
当
性
を
、
人
問
の
本
性
や
天
、
歴
史
的
必
然
、
杜
会
的
要
請
等
、
種
々
の
観
点

か
ら
力
説
し
て
い
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
『
墨
子
』
は
、
義
と
不
義
、
謙
・
救
と
攻
伐
と
を
峻
別
し
、
義

に
基
づ
く
諌
・
救
を
肯
定
、
大
国
の
不
義
で
あ
る
攻
伐
を
否
定
し
た
。
そ
し
て
、
そ

の
評
価
の
基
準
は
、
天
下
全
体
の
利
、
実
利
的
効
用
、
天
・
鬼
神
・
人
の
利
な
ど
で

あ
っ
た
。

　
ま
た
、
『
司
馬
法
』
は
、
．
独
特
の
「
権
」
の
思
想
に
基
づ
い
て
「
戦
」
の
正
当
性

を
認
め
た
上
で
、
国
容
と
軍
容
、
文
と
武
、
礼
と
法
の
二
つ
の
領
域
・
原
理
を
相
互

に
侵
犯
す
る
こ
と
な
く
併
用
せ
よ
、
と
主
張
す
る
。
そ
こ
で
は
、
義
兵
の
主
張
と
い

う
よ
り
は
、
支
配
原
理
の
峻
別
・
並
存
の
主
張
が
最
大
の
眼
目
と
な
っ
て
い
た
。

　
確
か
に
、
こ
の
三
老
は
、
「
兵
」
の
存
在
を
深
刻
に
受
け
止
め
、
そ
の
正
当
性
や

行
使
の
条
件
を
様
々
な
角
度
か
ら
追
求
す
る
と
い
う
点
に
於
て
、
当
時
共
通
の
思
想

的
課
題
を
抱
え
て
い
た
と
は
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
追
求
の
方
法
や
到

達
し
た
結
論
は
、
右
の
如
く
三
者
三
様
で
あ
っ
た
。

　
従
っ
て
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
軍
事
思
想
は
、
『
墨
子
』
と
も
、
ま
た
『
司
馬
法
』
と

も
異
な
る
、
独
自
の
義
兵
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
あ
ら
ゆ
る

闘
争
を
「
兵
」
と
定
義
し
て
攻
伐
・
救
守
を
同
一
視
せ
ん
と
し
、
ま
た
、
人
間
の
本

性
そ
の
も
の
の
中
に
「
兵
」
の
根
拠
を
求
め
る
点
な
ど
は
、
従
来
の
「
丘
ハ
」
や
「
義
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兵
」注

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

　
　
　
　
　
『
呂
氏
春
秋
』
の
義
兵
説
1
『
墨
子
』
『
司
馬
法
』
と
の
対
比
1
（
湯
浅
）

の
通
念
を
大
き
く
踏
み
出
す
特
異
な
見
解
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
下
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
引
用
に
際
し
て
は
、
『
呂
氏
春
秋
校
釈
』
に
依
る
。
な
お
、

『
校
釈
』
の
付
す
注
や
私
見
に
よ
り
、
字
句
の
一
部
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

　
蕩
兵
篇
等
に
見
え
る
「
義
兵
」
（
一
部
「
至
兵
」
）
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
古
の

聖
王
義
丘
ハ
有
り
て
優
兵
有
る
無
し
」
（
蕩
兵
）
、
「
故
に
義
兵
至
れ
ば
、
則
ち
世
主
其
の

民
を
有
つ
能
は
ず
、
人
親
其
の
子
を
禁
ず
る
能
は
ず
」
（
振
乱
）
、
「
故
に
義
兵
至
れ
ぱ
、

則
ち
隣
国
の
民
之
に
帰
す
る
こ
と
流
水
の
若
く
、
諌
国
の
民
之
を
望
む
こ
と
父
母
の
若

し
。
地
を
行
く
こ
と
滋
々
遠
く
、
民
を
得
る
こ
と
滋
々
衆
し
。
兵
は
刃
を
接
せ
ず
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
そ

民
服
す
る
こ
と
化
す
る
が
若
し
」
（
懐
寵
）
、
「
敵
懐
れ
民
生
く
、
此
れ
義
兵
の
隆
き
所

以
な
り
」
（
論
威
）
、
「
又
況
ん
や
義
兵
に
お
い
て
を
や
、
多
き
者
数
万
、
少
な
き
者
数

千
、
そ
の
畷
路
を
密
に
し
、
敵
の
塗
を
開
け
ば
、
士
量
に
特
だ
専
諸
と
議
せ
ん
や
」
（
論

威
）
、
「
故
に
凡
そ
兵
勢
険
阻
は
、
其
の
便
を
欲
す
る
な
り
。
兵
甲
器
械
は
、
其
の
利
を

欲
す
る
な
り
。
角
材
を
選
練
す
る
は
、
其
の
精
を
欲
す
る
な
り
。
士
民
を
統
率
す
る
は
、

其
の
教
を
欲
す
る
な
り
。
此
の
四
者
は
、
義
兵
の
助
な
り
」
（
簡
選
）
、
「
古
の
至
兵
は
、

民
の
令
を
重
ん
ず
る
も
の
な
り
」
（
論
威
）
、
「
故
に
古
の
至
兵
、
才
民
未
だ
合
せ
ず
し

　
　
　
　
お
こ
な

て
威
已
に
諭
は
れ
、
敵
已
に
服
す
。
豊
に
必
ず
し
も
抱
鼓
干
文
を
用
ゐ
ん
や
」
（
論
威
）
。

　
例
え
ば
、
謙
伐
の
例
と
し
て
は
、
「
諌
伐
天
下
に
優
む
可
か
ら
ず
」
一
蕩
兵
）
、
「
兵
誠

に
義
な
れ
ば
、
以
て
暴
君
を
謙
し
苦
民
を
振
ふ
」
（
蕩
兵
）
な
ど
が
あ
る
。

　
墨
家
思
想
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
『
墨
子
』
十
論
の
内
部
に
互
い
に
矛
盾
す
る
思
想

が
並
存
す
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
理
由
を
墨
家
思
想
自
体
の
大
き
な
変
容
に
求
め
ん
と

す
る
渡
辺
卓
氏
ら
の
見
解
に
対
し
て
、
墨
家
思
想
全
体
を
体
系
的
に
理
解
せ
ん
と
す
る

（
5
）109876

（
1
1
）

13 12

浅
野
裕
一
氏
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
非
攻
篇
に
関
す
る
氏
の
論
考
「
墨
家
思
想
の
体

系
的
理
解
（
二
）
1
非
攻
篇
に
つ
い
て
ー
」
（
『
集
刊
東
洋
学
』
第
三
十
三
号
、
一
九
七

五
年
）
も
、
墨
家
思
想
が
大
き
く
変
容
し
た
と
す
る
説
を
批
判
し
つ
つ
、
墨
家
の
基
本

理
念
が
開
祖
墨
翌
以
来
一
貫
し
て
い
た
こ
と
を
論
証
す
る
。
ま
た
、
岡
本
光
生
氏
「
戦

国
末
期
か
ら
漢
代
初
期
に
か
け
て
の
墨
家
の
様
相
－
他
学
派
か
ら
見
た
ー
」
（
早
稲
田

大
学
哲
学
会
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
六
十
九
、
一
九
八
一
年
）
も
、
渡
辺
氏
の
解
釈
に

依
る
限
り
、
墨
家
思
想
は
、
思
想
と
し
て
の
統
一
性
を
持
た
ず
、
思
想
集
団
と
し
て
の

墨
家
の
意
義
は
ほ
と
ん
ど
無
価
直
に
な
る
、
と
述
へ
る
。

　
以
下
、
『
司
馬
法
』
の
思
想
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
司
馬
法
』
に
於
け
る
支

配
原
理
の
峻
別
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
都
紀
要
（
人
文
・
杜
会
科
学
編
）
』
第
二
十
四

巻
第
二
号
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

　
「
段
は
義
な
り
。
始
め
て
兵
の
刃
を
用
ゐ
る
な
り
」
（
天
子
之
義
）
。

　
「
文
と
武
と
は
左
右
な
り
」
。

　
「
兵
を
作
す
に
義
あ
り
」
（
定
爵
）
。

　
「
腐
を
滅
す
る
の
道
、
一
に
目
く
義
」
（
定
爵
一
。

　
「
凡
そ
乱
を
治
む
る
の
道
は
、
一
に
日
く
仁
、
二
に
日
く
信
、
三
に
目
く
直
、
四
に

日
く
一
、
五
に
日
く
義
、
六
に
日
く
変
、
七
に
日
く
専
」
（
定
爵
）
。

　
「
凡
そ
戦
の
道
、
道
義
を
等
し
、
卒
伍
を
立
て
、
行
列
を
定
め
、
縦
横
を
正
し
、
名

実
を
察
す
」
（
厳
位
）
。

　
「
凡
そ
人
愛
に
死
し
、
怒
に
死
し
、
威
に
死
し
、
義
に
死
し
、
利
に
死
す
」
（
厳
位
）
。

　
但
し
、
こ
の
支
配
原
理
の
問
題
に
関
し
て
は
、
『
司
馬
法
』
の
全
体
と
『
呂
氏
春
秋
』

の
一
部
と
を
比
較
し
て
い
る
現
状
で
は
一
概
に
断
定
で
き
な
い
部
分
も
あ
る
。
こ
の
点

に
関
し
て
は
、
天
や
天
道
の
問
題
に
つ
い
て
分
析
す
る
別
稿
に
於
て
改
め
て
言
及
し
た

い
。



（
1
4
）

．
こ
う
し
た
「
権
」
の
思
想
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
「
称
」
の
思
想
－
馬
王
堆

串
書
『
称
』
に
於
け
る
天
道
と
統
治
原
理
1
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
一
人
文
．

杜
会
科
学
編
）
』
第
二
十
三
巻
第
二
号
、
一
九
八
九
年
）
参
照
。
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